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■お問合せ先 栄町社会福祉協議会(栄町役場内) 

■電話 ＴＥＬ ０４７６－９５－１１００  FAX０４７６－９５－３４５６ 

■Ｅ－ｍａｉｌ ｓａｋａｅ-ｓｈａｋｙｏ＠ｍｃ．ｐｏｉｎｔ．ｎｅ．ｊｐ 

■ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｒｅｅｎ．ｄｔｉ．ｎｅ．ｊｐ/ｓａｋａｅ-ｓｈａｋｙｏ 

 

来月からリストラ 

どうしらいいの？ 

年金の手続きで

お金が来月にな

ってしまった 

今 月 ど う し よ

う？ 

福福祉祉貸貸付付一一時時金金のの貸貸付付制制度度  

栄町社会福祉協議では、わずかな出費等によって生活を脅か

される恐れがある場合に対し貸し付けを行っています 

貸付対象者は 

 

 

■ 栄町に6ヶ月以上在住し、住民票がある方 

■ 交通遺児や低所得世帯の方 

こんな方は、対象外です 

● 借金がある方 

● 他の貸付制度を利用した方など 


